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研究成果の概要（和文）：裁判員制度開始前後から、精神鑑定実施件数が急増し、鑑定人と法曹

のカンファレンス、鑑定人によるプレゼンテーションがほぼ全数で実施されるようになってい

ることが確認された。こうした状況において、責任能力判断の構造を①精神機能や症状に関す

る情報収集、②精神機能や症状の認定、③疾病診断、④精神症状や病理と事件の関連性の描出、

⑤善悪の判断や行動の制御への焦点化、⑥法的な弁識・制御能力としての特定、⑦弁識・制御

能力の程度の評価、⑧法的な結論という８ステップによる理解が有用であることを提言した。 

 
研究成果の概要（英文）：Since the enforcement of the lay judge system, there has been a 
sharp increase in the number of cases of carrying out forensic psychiatric evaluation. 
Almost all cases that involved examination of a psychiatric expert witness in the 
courtroom implemented conferences between the expert and lawyers and a presentation by 
the expert. The author proposed 8 step structure to reflect on the criminal responsibility 
decision-making process. The 8 steps are: (1) gathering of information relating to mental 
function and condition, (2) recognition of mental function and condition, (3) psychiatric 
diagnosis, (4) description of relationship between his/her mental condition or 
psychopathology and the index offense, (5) focus on capacities of differentiation between 
right and wrong and behavior control, (6) specification of the elements of 
cognitive/volitional prong in legal context, (7) legal evaluation of degree of 
cognitive/volitional prong, and (8) final interpretation of CR as a legal conclusion. 
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１．研究開始当初の背景 

刑事精神鑑定については、不均質さをはじ
めとして多くの問題点が指摘されてきた。
2009 年（平成 21 年）からはあらたに裁判員
制度が施行され、一般人を対象に鑑定結果を
報告することになり「裁判員にわかりやすい
鑑定」を目指すという新しい課題も加わった。 

 しかしこれまでには、個々の鑑定人が個々
のケースについてどのように鑑定を行い、ど
のような問題があると感じてきたのかとい
うことが調べられることはなかった。また裁
判員制度もまったく新しい制度であるため、
その調査として行われたものは、申請者らが
最高裁判所の協力のもとでおこなった、裁判
員裁判の準備として全国でおこなわれた模
擬裁判で鑑定人役をした精神科医を対象と
した意見調査くらいであり（岡田ら、2009）、
結局は問題点を予測するというものにとど
まっていた。 
 こうした状況の中で、本研究は、繰り返し
指摘されてきた精神鑑定の不均質さを念頭
に、実際に裁判員制度という新たな制度が行
われていくなかで、精神鑑定をめぐるどのよ
うな状況があり、どのような課題が出てきて
いるのか、そしてその解決のためには具体的
にはどのような方策が考えられるのかを示
そうとするものである。 

 

 

２．研究の目的 

 精神鑑定についてはその実施状況は法曹
も精神科医もそれぞれの個人的な経験を共
有する場はほとんどない。他の鑑定がどのよ
うに行われているのか、法定ではどのように
扱われているのかを知ることはほとんどで
きない。 

本研究では、このようにこれまでには個人
の経験に終わっていた鑑定の実施と取扱に
ついて、とりわけ裁判員制度下におけるそれ
について実態を把握し、その質の向上に必要
な具体的な提言を行うことにある。 

 

 

３．研究の方法 

(1) 全国の地方裁判所における裁判員裁判
のなかで精神鑑定がどのような実施状況に
あるのかについて情報を収集し、整理する。 
(2) 収集する情報としては、とくに精神鑑定
等を行った精神科医が法定においてどのよ
うな準備のもとで、どのような尋問を受け、
どのような報告をしたのかに焦点をあてる。 
(3) 収集した情報に基づいて、裁判員裁判に
おける精神鑑定のありかた、そしてその法廷
における利用のありかたについて考察し、具
体的な提言を行う。 
(4) 最終年度には、法曹を通じた（補助金終

了後にも維持されるような）継続的なデータ
収集と蓄積の体制を構築する。 
 
 
４．研究成果 
 本研究は、2009年から施行された裁判員制
度における精神鑑定とその法廷における結
果報告についての実態を調査し、その適正な
運用の方策を探り、提言をすることを目的と
している。 
研究終了の時点までに収集し得たデータの
分析、整理によると以下のような実態が確認
された。 
 

(1) 裁判員制度における鑑定の実施状況等
についての分析 
最高裁判所を通じた調査から、全国の公判

鑑定件数、および起訴前の本鑑定の件数の推
移を確認した。2000 年から 2011 年にかけて
の変化を整理すると、図１のようになってい
た。裁判員裁判が開始された 2009 年前後か
ら明らかに鑑定件数は増加していることが
わかった。刑事精神鑑定の重要性は近年ます
ます高まっていることが示唆された。 
 

 
図１：鑑定件数の推移（2000～2011 年） 
 
また最高裁判所を通じた調査によると、裁

判員裁判制度が施行開始された 2009 年 5 月
から 2012 年 5 月末までの全国の裁判員裁判
例（終結人員総数 3,884 人）のうち、105 件
で弁護人の請求による鑑定が実施されてい
た。さらに最終的に責任能力についての主張
が取り下げられた 5件をのぞく 100件のうち、
95 件で法廷以前に鑑定人と法曹との間での
カンファレンスが行われていた。また、90件
についてはいわゆるプレゼンテーションの
かたちで精神科医が公判廷において尋問に
よらない説明をしていた。 
このように裁判員裁判においては、精神鑑

定を実施して公判廷で精神科医が鑑定の経
過と結果を報告する事例のほとんどで、事前
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に法曹との間で話し合いがもたれており、さ
らに法廷では精神科医が受け身となる尋問
とは別に、一定時間、能動的に自分の意見を
説明するようになっている。 
これはあきらかにこれまでの裁判には見

られなかった傾向である。裁判員裁判におい
ては、精神鑑定の経過と結果についての法廷
での報告に関して具体的な内容をあらかじ
め精神科医と法曹のあいだで、うまく整理す
ることが求められているといえる。 
 
(2) 裁判員制度における精神鑑定の法廷等
における利用のされかたについての検討と
提言 
上記のような状況をふまえ、本研究ではと

くに裁判員裁判における精神鑑定のありか
たについて、検討を行った。具体的には、カ
ンファレンスやプレゼンテーションを行う
のが基本的に裁判員裁判における前提とな
るということであるから、その準備を行うう
えで最も必要なことは、「精神鑑定に対して、
何をどこまでどのように求めるか」について、
精神鑑定を行う精神科医とその結果を利用
する法曹の間で共通認識をもつことである
と考えられた。 
 また、複数の鑑定人が携わっているような
事件で、どの鑑定人に出廷してもらうのが良
いのか、あるいはその鑑定人全員に出廷して
もらうのがよいのか、その場合にどのような
ところに論点を置くのが良いのか、そしてど
のような点に疑問がある場合に再鑑定を採
用するのかということの判断においても、や
はり「精神鑑定に対して、何をどこまでどの
ように求めるか」が重要であると考えられた。 
そして「精神鑑定に対して、何をどこまで

どのように求めるか」をそれぞれの法廷で準
備、整理をしやすいような、責任能力判断に
至る構造について、以下の「８ステップ」に
よる整理方法を提言するに至った。 
 
ステップ①：精神機能や精神症状に関する情
報の収集 
精神機能や精神症状に関する多様な情報

を収集、整理する。家族歴、生活歴、病歴、
心理学的・医学的検査、面接記録など鑑定
書の大部分がこれにあたる。 
 
ステップ②：精神機能や精神症状（健常部分
を含む）の認定 
ステップ①で得られた情報を精神医学的

に評価し、精神機能の評価や精神症状の特
定をする。何をどのような異常や正常とみ
るかという症候学の当てはめが行われる。 
 
ステップ③：疾病診断 
ステップ②で認定した精神機能や精神症

状等に伝統的診断の「疾病概念」や操作的

診断の「診断基準」を当てはめて診断を特
定する。医学的妥当性を確認する意味があ
るが、疾病概念や診断基準は絶対普遍的真
理のようなものではないことに注意が必要
である 。 
 
ステップ④：精神の機能、症状、病態、病理 
（健常部分を含む）と事件の関連性、 
ステップ②（ステップ③ではない）で認

定した精神症状、精神病理等が事件にどの
ように影響したかを具体的な物語として描
出する。鑑定という事実判断の核心部分で
あり、その要旨こそが鑑定主文となるべき
ものである。 
 
ステップ⑤：善悪の判断や行動の制御への焦
点化 
ステップ④で描出された精神の障害と事

件の関連性のうち、善悪の判断や行動の制
御に関わるような部分に注目して整理する。
例えば、動機のどのような部分に精神症状
と正常心理がどう影響したのかなどに焦点
をあてて整理をする。 
 
ステップ⑥：法的な弁識・制御能力としての
特定 
ステップ⑤で焦点をあてたところに、あ

らためて法的な解釈と当てはめをして「弁
識能力」「制御能力」としてみるべき要素を
具体的に特定する。 
 
ステップ⑦：弁識・制御能力の程度の評価 
ステップ⑥で特定した能力について、そ

の減損の程度が「失われている」「著しい」
あるいはそれらに達さないかについて法的
に評価する。 
 
ステップ⑧：法的な結論 
ステップ⑦の評価に対して、最終的な責

任能力の法的結論、すなわち「心神喪失」
「心神耗弱」「完全責任能力」の３分類をあ
てる。 
 
このように整理すると、ステップ⑥以降は、
法律の解釈と当てはめの過程であり、精神医
学の専門領域とは言えないことは明らかで
ある。 
またステップ⑤もステップ⑥以降での法律
の解釈が逆行的に影響するため、精神医学の
領域から積極的に言及するというよりも、法
曹からの求めに応えるというほうが合理的
であると考えられた。 
したがって、ステップ④こそが精神鑑定の
意見の中核であり、鑑定人が丁寧に説明しな
ければならないといえる。そして、ここに至
るステップ①、②、（③）、④において齟齬が
ある場合などに再鑑定が行われ、複数の鑑定



の意見を比較する意味があるということに
なる。 
また、鑑定を実施する際にカンファレンス
が行われることが裁判員裁判における鑑定
のひとつの特徴となっていることが示され
ている。したがって今後は、カンファレンス
のあり方についても検討を行うことが重要
であると考えられた。 
 
(3) データの集積・分析の継続的なシステム
の構築 
今後も変化していく可能性のある裁判員裁
判制度における精神鑑定をめぐる状況につ
いて継続して調査をおこなうことができる
ようにしておくことがきわめて重要である
と考えた。そこで本研究を終了するにあたっ
て、今後、日本弁護士連合会の精神鑑定プロ
ジェクトチームとの連携により、裁判員裁判
において精神鑑定が行われたケースについ
ての調査を行う準備を整えることができた。 
例えば、インターネットホームページで調

査票のダウンロードができるようにし、調査
対象者である法曹が調査票を適宜入手でき
るようにした。こうした永続的な調査の体制
づくりができたことは重要な成果であった
と考えている。 
今後は、さらにデータの集積をおこなうこ

とで、経時的な変化の確認や、その時点ごと
にどのような潮流にあるのかなどを把握す
ることができ、個々の事例を担当する法曹や
精神鑑定をする医師にとって有益な情報と
なるであろう。そして精神鑑定とその利用の
全国的な均てん化、ひいては法の下の平等の
実現に寄与するものと思われる。 
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